
北
畠
親
房
が
宋
学
（
宋
代
の
新
儒
学
、
以
下
、
宋
学
と
呼
称
す
る
）
を
受
容

（
１
）

し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
室
町
時
代
の
『
尺
素
往
来
』
以
来
の
通
説
で
あ
る
。

確
か
に
、
親
房
の
中
心
的
主
張
に
四
書
の
『
大
学
』
「
中
庸
』
の
概
念
が
取
り

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
が
宋
学
に
既
に
接
し
て
い
た
知
識

人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
前
提

に
立
っ
て
考
察
を
進
め
る
が
、
単
に
親
房
が
宋
学
を
受
容
し
た
か
ど
う
か
と
い

う
議
論
を
超
え
て
、
宋
学
の
受
容
に
親
房
独
自
の
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ

が
彼
の
思
想
と
い
か
に
関
わ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
今
一
歩
踏
み

込
ん
だ
議
論
を
し
て
み
た
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
研

究
は
、
親
房
の
『
易
』
解
釈
と
彼
の
思
想
構
造
の
連
関
を
扱
っ
た
我
妻
建
治
の

（
２
）

『
神
皇
正
統
記
論
考
』
な
ど
、
ご
く
少
数
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で

は
、
宋
学
を
集
大
成
し
た
朱
子
の
『
大
学
』
「
中
庸
』
解
釈
と
の
比
較
を
通
じ

て
、
親
房
の
「
大
学
』
『
中
庸
』
解
釈
の
特
徴
を
考
察
し
、
北
畠
親
房
の
宋
学

受
容
の
内
実
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

本
稿
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
一
節
で
は
、
親
房
が
、
『
大
学
』
『
中

は
じ
め
に

北

畠
親
房
と
宋
学

ｌ
『
大
学
』
・
『
中
庸
』
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

庸
』
の
概
念
を
彼
の
著
作
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
か
を
示
す
。
二

節
で
は
、
親
房
の
『
大
学
』
『
中
庸
』
受
容
の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め

の
比
較
の
材
料
と
し
て
、
朱
子
の
『
大
学
』
『
中
庸
」
解
釈
の
特
徴
を
考
察
す

る
。
三
節
で
は
、
親
房
の
基
本
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
。
四
節
で
は
、
こ
れ
を

踏
ま
え
て
、
親
房
と
朱
子
の
「
大
学
』
『
中
庸
』
解
釈
の
相
違
点
を
明
ら
か
に

し
、
親
房
が
朱
子
と
異
な
る
解
釈
を
す
る
理
由
を
考
え
る
。

親
房
は
、
『
神
皇
正
統
記
』
『
元
元
集
』
「
東
家
秘
伝
』
な
ど
の
主
要
著
作
に

お
い
て
、
『
大
学
』
や
「
中
庸
』
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん
で
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

彼
は
、
『
元
元
集
』
の
「
神
国
要
道
篇
」
で
、
「
理
政
安
民
之
業
」
と
し
て

「
古
二
欲
下
御
二
大
道
一
明
辣
明
徳
琿
者
、
先
修
聿
其
身
一
、
修
二
其
身
一
者
、

チ

先
し
正
幸
其
心
ご
欲
正
二
其
心
与
者
、
在
二
干
致
Ｆ
知
ヲ
、
」
と
、
「
修
身
・
正

（
３
）

心
・
致
知
」
の
三
つ
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
「
明
明
徳
」
は
、

ア
ラ
タ

「
大
学
之
道
〈
、
在
”
明
一
一
一
ス
ル
ニ
明
徳
司
在
即
親
頃
ル
ー
民
ヲ
、
在
”
止
斗
一
二
於

（
４
）

至
善
一
一
・
」
と
い
う
『
大
学
』
の
「
三
綱
領
」
の
一
つ
に
相
当
す
る
。
「
修
身
．

｜
親
房
に
よ
る
『
大
学
』
・
『
中
庸
』
の
引
用

下

川
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国
ヲ
治
メ
テ
、
天
下
ニ
ヲ
ョ
ポ
ス
ヲ
宗
ト
ス
。

（
６
）

（
綏
靖
天
皇
の
条
）

親
房
の
『
大
学
』
の
「
八
条
目
」
の
受
容
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

彼
は
、
『
元
元
集
』
「
神
国
要
道
篇
」
で
、
「
修
身
・
正
心
・
致
知
」
を
三
種
神

器
に
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。

伝
二
瓊
玉
室
者
、
欲
し
使
下
修
二
其
身
一
克
妙
ピ
フ
、
伝
二
宝
鏡
一
者
、
欲
し

使
下
正
二
其
心
写
克
明
唾
フ
、
伝
二
神
剣
写
者
、
欲
し
使
下
致
二
其
知
一
克

断
曄
也
、

正
心
・
致
知
」
は
、
「
古
之
欲
婦
明
一
一
一
セ
ン
ト
明
徳
ヲ
於
天
下
一
者
。
先
ヅ
治
聿
其

国
司
欲
し
治
二
其
国
一
者
。
先
斉
一
考
其
家
一
・
欲
し
斉
二
其
家
一
者
。
先
ヅ
修
私
一

其
身
で
欲
し
修
二
其
身
一
者
。
先
ヅ
正
著
其
心
で
欲
し
正
二
其
心
一
者
。
先
・
シ

イ
０
ダ
ル

誠
一
一
ス
其
童
・
欲
し
誠
二
其
意
一
者
。
先
シ
誕
二
其
釦
。
致
し
知
在
凹
格
峠

物
二
・
」
と
い
う
『
大
学
』
の
「
八
条
目
」
の
一
部
に
相
当
す
る
。
『
元
元
集
』

の
大
部
分
は
、
度
会
家
行
の
『
類
聚
神
祇
本
源
』
や
『
瑚
漣
集
』
か
ら
の
引
用

で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
神
国
要
道
篇
」
の
み
は
親
房
自
身
の
文
章
で
成
り

（
－
０
）

立
っ
て
お
り
、
彼
の
見
解
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
親
房
は
彼
の
思
想
の
核
心
部
分
に
『
大
学
』
の
概
念
を
取
り
込
ん
で
い
る

と
言
え
る
。
親
房
は
、
『
神
皇
正
統
記
』
で
も
、
「
大
学
』
の
「
八
条
目
」
を
引

用
し
て
い
る
。

三
十
一
年
庚
戌
ノ
年
モ
ロ
コ
シ
ノ
周
ノ
ー
十
三
代
君
、
霊
王
ノ
ー
十
一
年

也
。
コ
ト
シ
孔
子
誕
生
ス
。
自
し
是
七
十
三
年
マ
デ
ヲ
ハ
シ
ヶ
リ
。
儒
教

ヲ
ヒ
ロ
メ
ラ
ル
。
此
道
ハ
昔
ノ
賢
王
、
唐
堯
、
虞
舜
、
夏
ノ
初
ノ
禺
、
段

ノ
ハ
ジ
メ
ノ
湯
、
周
ノ
ハ
ジ
メ
ノ
文
王
・
武
王
・
周
公
ノ
国
ヲ
治
メ
、
民

ヲ
ナ
デ
給
シ
道
ナ
レ
バ
、
心
ヲ
正
シ
ク
シ
、
身
ヲ
ナ
ヲ
ク
シ
、
家
ヲ
治
メ
、

（
「
元
元
集
』
「
神
国
要
道
篇
」
）

す
な
わ
ち
、
「
瓊
玉
」
を
「
修
身
」
に
、
「
宝
鏡
」
を
「
正
心
」
に
、
「
神
剣
」

を
「
致
知
」
に
関
連
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
親
房
は
、
三
種
神
器
の
中
で

も
、
「
中
ニ
モ
鏡
ヲ
本
ト
シ
、
宗
廟
ノ
正
体
ト
ァ
フ
ガ
レ
給
。
鏡
〈
明
ヲ
カ
タ

チ
ト
セ
リ
。
心
性
ア
キ
ラ
カ
ナ
レ
バ
、
慈
悲
決
断
〈
其
中
ニ
ァ
リ
・
」
（
「
神
皇

正
統
記
』
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
の
条
）
と
、
「
宝
鏡
」
を
特
別
視
し
て
、
「
鏡
」

に
相
当
す
る
「
正
心
」
を
「
八
条
目
」
の
中
で
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
と
し
て

扱
う
。
前
に
引
用
し
た
「
神
皇
正
統
記
』
「
綏
靖
天
皇
の
条
」
の
「
心
ヲ
正
シ

ク
シ
、
身
ヲ
ナ
ホ
ク
シ
、
家
ヲ
治
メ
、
国
ヲ
治
メ
テ
、
天
下
一
一
ヲ
ヨ
ボ
ス
ヲ
宗

ト
ス
・
」
で
も
、
「
八
条
目
」
の
う
ち
の
前
の
三
つ
「
格
物
・
致
知
・
誠
意
」
が

省
略
さ
れ
て
、
「
正
心
」
が
修
養
の
端
緒
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
房
の
「
八
条
目
」
の
受
容
の
特
徴
と
し
て
、
「
正
心
」

の
重
視
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

親
房
は
、
「
大
学
』
の
「
正
心
」
の
概
念
を
、
次
の
よ
う
に
『
中
庸
』
と
関

係
づ
け
て
解
釈
し
て
い
る
。

々
ト
シ
テ
迷
ハ
ザ
ラ
ン
ヲ
、
マ
コ
ト
ノ
正
道
卜
云
。
ヘ
キ
ニ
ャ
。

（
『
神
皇
正
統
記
』
応
神
天
皇
の
条
）

応
神
天
皇
の
条
は
、
親
房
の
倫
理
や
政
治
な
ど
に
関
す
る
中
心
的
な
主
張
が
、

物
ヲ
タ
ク
〈
エ
ザ
ル
ヲ
云
。
シ
カ
モ
虚
無
ノ
中
二
留
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
天
地

ア
リ
、
君
臣
ア
リ
。
善
悪
ノ
報
影
響
ノ
如
シ
。
己
ガ
欲
ヲ
ス
テ
、
人
ヲ
利

ス
ル
ヲ
先
ト
シ
テ
、
境
々
ニ
対
ス
ル
コ
ト
、
鏡
ノ
物
ヲ
照
ス
ガ
如
ク
、
明

サ
レ
バ
、
コ
ト
ニ
ノ
ゾ
ミ
テ
覚
エ
ザ
ル
過
ア
リ
。
其
源
卜
云
へ
、
心
二
一

（
前
略
）
此
故
二
古
ノ
聖
人
、
「
道
ハ
須
実
モ
ハ
ナ
ル
、
ヘ
カ
ラ
ズ
。
ハ
ナ

ル
。
ヘ
キ
ハ
道
ニ
ァ
ラ
ズ
・
」
卜
云
ケ
リ
。
但
其
ノ
末
ヲ
学
ビ
テ
源
ヲ
明
メ
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伊
勢
神
道
や
儒
学
や
仏
教
の
概
念
を
用
い
な
が
ら
集
約
的
に
表
現
さ
れ
る
重
要

な
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
解
釈
し
て
み
よ
う
。
「
道
」
か
ら
「
須
実
モ
ハ

ナ
」
れ
な
い
こ
と
は
、
根
源
的
に
言
う
と
「
心
一
二
物
ヲ
タ
ク
ハ
エ
ザ
ル
」
こ

と
で
あ
る
。
親
房
は
、
「
心
一
二
物
ヲ
タ
ク
ハ
エ
ザ
ル
」
こ
と
が
、
「
正
心
」
で

あ
る
こ
と
に
相
当
す
る
と
考
え
る
（
こ
の
点
は
三
節
で
詳
し
く
考
察
す
る
）
。

ゆ
え
に
親
房
に
お
い
て
、
「
正
心
」
と
い
う
『
大
学
』
の
概
念
は
、
「
道
」
を
離

れ
な
い
こ
と
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
「
道
〈
須
典
モ
ハ
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
ハ
ナ

ナ
ル
ハ

ル
。
ヘ
キ
ハ
道
一
一
ア
ラ
ズ
・
」
は
、
『
中
庸
』
第
一
章
の
「
道
也
者
。
不
砕
可
二
須

実
モ
離
斗
也
。
可
喰
離
ル
非
し
道
二
也
。
」
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。親

房
は
、
先
に
引
用
し
た
『
神
皇
正
統
記
』
の
中
で
、
「
明
々
ト
シ
テ
迷
〈

（
７
）

ザ
ラ
ン
ヲ
、
マ
コ
ト
ノ
正
道
卜
云
。
ヘ
キ
ニ
ャ
」
と
、
「
道
」
に
「
誠
」
と
い
う
形

容
を
つ
け
て
い
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
「
道
」
を
離
れ
な
い
こ
と
は
「
正
心
」

で
あ
る
こ
と
と
換
言
で
き
る
の
で
、
「
正
心
」
は
「
誠
」
と
も
関
わ
る
概
念
と

（
８
）

認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
「
誠
」
は
、
『
中
庸
』
学
説
を
構
成
す
る
最

も
重
要
な
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
『
中
庸
』
二
十
章
以
降
に
「
誠
」
に
関
す

る
議
論
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
。

ま
た
親
房
は
、
『
大
学
』
の
「
正
心
・
修
身
・
致
知
」
（
八
条
目
の
一
部
）
を
、

『
神
皇
正
統
記
』
で
は
「
正
直
・
慈
悲
・
智
恵
」
と
言
い
換
え
て
、
「
東
家
秘

伝
』
で
は
こ
れ
を
「
智
仁
勇
」
と
把
握
し
な
お
し
て
い
る
。

如
レ
王
一
一
ノ
曲
妙
ナ
ル
ハ
、
柔
順
ノ
心
ヲ
表
シ
給
也
、
仁
也
、
如
レ
鏡
ニ

ノ
分
明
ナ
ル
ハ
、
正
直
ノ
心
ヲ
表
シ
給
也
、
心
ノ
本
元
也
、
如
レ
剣
剛
利

ナ
ル
ハ
、
決
断
心
ヲ
表
シ
給
也
、
智
也
、
勇
也
、
尚
書
一
天
、
剛
・
柔
．

正
直
ノ
三
徳
ト
モ
云
、
礼
記
ニ
ハ
（
『
中
庸
』
の
こ
と
）
、
智
仁
勇
ノ
達
徳

天
下
之
達
徳
也
。
所
二
以
行
Ｆ
之
者
一
也
。

（
『
中
庸
』
第
二
十
章
）

こ
う
し
て
親
房
は
、
「
大
学
』
の
「
正
心
・
修
身
・
致
知
」
を
、
『
中
庸
』
第

二
十
章
の
「
智
仁
勇
（
三
達
徳
）
」
に
等
し
い
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
承
よ
う
。
親
房
は
、
思
想
の
核
心
部
分
に
、
『
大

学
』
の
「
八
条
目
」
の
概
念
を
取
り
込
ん
で
い
る
。
「
八
条
目
」
の
中
で
も
、

三
種
神
器
の
三
に
符
号
さ
せ
て
「
正
心
・
修
身
・
致
知
」
の
三
つ
を
重
要
な
も

の
と
見
な
し
、
と
り
わ
け
「
鏡
」
に
相
当
す
る
「
正
心
」
を
も
っ
と
も
重
視
す

る
。
「
正
心
」
で
あ
る
こ
と
は
、
「
道
」
を
離
れ
な
い
こ
と
（
『
中
庸
』
第
二
早

の
概
念
）
と
等
し
い
と
さ
れ
、
「
誠
」
と
い
う
「
中
庸
』
の
中
心
概
念
と
も
関

連
づ
け
て
認
識
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
大
学
』
の
「
正
心
・
修
身
・
致
知
」
は
、

『
中
庸
』
二
十
章
の
「
智
仁
勇
（
三
達
徳
）
」
に
等
し
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
親
房
は
「
八
条
目
」
（
『
大
学
』
）
「
道
」
「
誠
」
「
三
達
徳
」
（
『
中
庸
』
）

な
ど
の
概
念
の
受
容
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
思
想
の
核
心
部
分
を
形
成
す
る
の
で

あ
る
。

ト
モ
云
、
其
義
皆
一
也
、

（
『
東
家
秘
伝
』
「
一
、
治
世
要

こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
智
仁
勇
ノ
達
徳
」
は
、
『
‐

た
も
の
で
あ
る
。

天
下
之
達
道
五
。
所
二
以
行
戸
之
ヲ
者
三
。

婦
也
。
昆
弟
也
。
朋
友
之
交
也
。
五
者
天
一

五
者
天
下

二
朱
子
の
『
大
学
』
・
『
中
庸
』
解
釈

『
大
学
』
「
中
庸
』
注
釈
は
朱
子
の
哲
学
体
系
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る

之
達
道
也
。
知
仁
勇
ノ
三
者
、

（
川
）

治
世
要
道
、
神
勅
分
明
也
」
の
条
）

は
、
『
中
庸
』
の
次
の
文
章
を
踏
ま
え

日
。
君
臣
也
。
父
子
也
。
夫
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が
、
こ
こ
で
は
、
「
八
条
目
」
「
道
」
「
誠
」
「
三
達
徳
」
と
い
う
親
房
が
受
容
し

た
概
念
を
、
朱
子
が
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
認
識
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題

に
限
定
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

最
初
に
、
朱
子
の
『
大
学
」
の
「
八
条
目
」
解
釈
の
特
徴
を
示
し
て
お
こ
う
。

彼
は
、
人
間
の
修
養
の
段
階
を
論
じ
る
『
大
学
』
「
八
条
目
」
に
、
次
の
よ
う

な
注
を
つ
け
て
い
る
。

物
格
者
。
物
理
之
極
処
無
し
不
し
到
也
。
知
至
者
。
吾
心
之
所
し
知
無
し

不
し
壼
也
。
知
既
壼
。
則
意
可
二
得
而
実
一
実
。
意
既
実
。
則
心
可
二
得
而

正
一
実
。

（
『
大
学
章
句
』
経
一
章
の
注
）

こ
の
文
章
に
見
ら
れ
る
「
実
」
と
は
「
誠
」
の
こ
と
で
あ
る
（
後
に
詳
し
く
論

じ
る
）
。
「
正
心
」
は
、
「
格
物
・
致
知
・
誠
意
」
を
経
て
は
じ
め
て
到
達
で
き

る
の
で
あ
り
、
そ
の
段
階
を
無
視
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
「
正
心
」
で

あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
誠
意
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
誠
意
」
で
あ
る

た
め
に
は
、
「
格
物
致
知
」
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
格
物
致
知
」
（
物

の
理
を
極
め
る
こ
と
）
こ
そ
、
修
養
の
端
緒
と
し
て
最
も
重
要
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。ま

た
、
善
悪
を
判
断
し
て
実
践
す
る
と
い
う
道
徳
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
「
誠

意
」
と
は
、
「
其
悪
し
悪
則
如
レ
悪
二
悪
臭
一
・
好
し
善
則
如
し
好
二
好
色
一
・
」
（
『
大

学
章
句
』
伝
六
章
の
朱
注
）
と
あ
る
よ
う
に
、
善
を
な
し
悪
を
去
ろ
う
と
す
る

意
識
に
お
い
て
、
好
き
色
を
好
む
が
ご
と
く
悪
き
臭
を
に
く
む
が
ご
と
く
ひ
た

す
ら
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
「
格
物
致
知
」
と
は
、
「
夫
レ
不
取
知
字
善
之
真
ニ

ヤ

可
竜
好
ム
。
則
其
ノ
好
峠
善
ヲ
也
。
（
中
略
）
不
戦
知
一
一
悪
之
真
二
可
ご
悪
ム
。

ヤ

（
Ⅱ
）

則
其
亜
像
悪
ヲ
也
。
」
（
『
大
学
或
問
』
伝
六
章
の
「
誠
意
」
に
つ
い
て
の
議
論
）

と
、
に
く
む
べ
き
悪
と
好
む
べ
き
善
を
真
に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
に
正

し
く
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
ま
た
、
「
格
物
致
知
」
が
最
も
重
要
な
課
題
と
な
る
。

元
来
の
『
大
学
』
に
も
「
格
物
致
知
」
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
朱
子

は
「
致
畷
知
在
”
格
畔
物
二
」
の
伝
を
補
っ
て
そ
の
傾
向
を
さ
ら
に
強
め
た
の

で
あ
る
。

次
に
、
朱
子
の
『
中
庸
』
解
釈
に
つ
い
て
見
て
承
よ
う
。
親
房
が
受
容
し
た

「
誠
」
や
「
三
達
徳
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
『
中

庸
』
の
第
二
十
章
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
二
十
章
に
関
し
て
の
朱
子
の

解
釈
を
考
察
す
る
。
朱
子
は
、
本
来
は
個
別
に
成
立
し
た
「
大
学
』
と
『
中
庸
』

を
思
想
的
に
連
続
し
た
も
の
と
把
握
し
て
、
『
中
庸
』
二
十
章
も
『
大
学
』
と

の
関
連
で
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
二
十
章
で
は
「
修
趾
一
身
ヲ
以
曄
道
γ
」
（
道

を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
が
修
め
ら
れ
る
。
修
身
Ⅱ
道
の
実
践
）
に
関

す
る
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
朱
子
は
、
『
中
庸
』
の
「
修
身
」
が
、
『
大
学
』

「
八
条
目
」
の
「
格
物
致
知
」
か
ら
「
修
身
」
を
包
括
す
る
概
念
に
等
し
い
と

考
え
る
。
『
中
庸
』
二
十
章
の
議
論
は
、
「
修
身
Ⅱ
道
の
実
践
」
か
ら
「
九
経
」

（
天
下
を
治
め
る
た
め
の
九
つ
の
重
要
な
原
則
）
へ
と
発
展
す
る
が
、
朱
子
は
、

こ
の
よ
う
な
二
十
章
の
構
造
が
、
「
修
身
」
か
ら
「
治
国
平
天
下
」
へ
と
展
開

す
る
『
大
学
』
「
八
条
目
」
の
構
造
と
対
応
す
る
と
見
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ

ブ
（
〕
Ｏ

『
中
庸
」
二
十
章
の
本
文
で
は
、
「
道
」
の
形
式
は
五
つ
（
五
達
道
）
で
あ

り
、
そ
の
実
践
に
は
三
つ
の
道
徳
的
な
能
力
（
三
達
徳
）
が
必
要
と
さ
れ
る
と

述
べ
ら
れ
、
「
修
身
Ⅱ
道
の
実
践
」
の
内
容
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
議
論
が
な

さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
「
五
達
道
」
や
「
三
達
徳
」
や
「
九
経
」
を
成
立
さ
せ

る
背
後
に
「
一
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
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善
。
未
し
能
二
不
し
勉
而
中
一
・
則
②
必
固
執
然
後
可
二
以
誠
亡
身
。
此
則

所
レ
謂
人
之
道
也
。

（
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
章
）

こ
の
文
章
を
解
釈
す
る
と
、
「
誠
」
と
は
「
真
実
無
妄
」
（
Ⅱ
短
縮
す
る
と
実
）

と
い
う
意
味
で
、
「
天
理
之
本
然
」
「
天
之
道
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
に
と

っ
て
の
課
題
は
「
誠
し
之
」
（
こ
れ
を
誠
に
す
る
）
こ
と
で
あ
る
。
「
誠
し
之
」

と
は
、
「
誠
し
身
」
（
わ
が
身
を
誠
に
す
る
こ
と
）
で
あ
る
。
「
わ
が
身
を
誠
と

す
る
こ
と
」
は
、
具
体
的
に
は
「
①
必
択
レ
善
。
然
後
可
二
以
明
彦
善
。
（
必
ず

一
者
誠
也
。
一
有
し
不
し
誠
。
則
是
九
者
皆
為
二
虚
文
一
実
。
此
九
経
之
実

也
。

（
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
章
）

そ
れ
で
は
朱
子
は
、
「
誠
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
『
中
庸
』
の
「
誠
」
の
概
念
と
そ
れ
に
関
す
る
朱
子
の
解
釈
は
複
雑
で
あ

り
、
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
を
検
討
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
論
文
に
関

わ
る
範
囲
で
考
察
し
て
糸
よ
う
。

誠
者
真
実
無
妄
之
謂
。
天
理
之
本
然
也
。
誠
し
之
者
。
未
し
能
二
真
実
無

妄
一
而
欲
二
其
真
実
無
妄
一
之
謂
。
人
事
之
当
然
也
。
聖
人
之
徳
。
潭
然

天
理
。
真
実
無
妄
。
不
し
待
二
思
勉
一
・
而
従
容
中
レ
道
。
則
亦
天
之
道
也
。

未
し
至
二
於
聖
一
・
則
不
レ
能
し
無
二
人
欲
之
私
一
・
而
其
為
し
徳
不
レ
能
二

朱
子
は
、
そ
の
「
こ
な
る
も
の
が
、
「
誠
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

皆
実
一
・
故
未
し
能
二
不
し
思
而
得
一
・
則
①
必
択
レ
善
。
然
後
可
二
以
明
亡

一
則
誠
而
已
実
。
達
道
雛
三
人
所
二
共
由
一
・
然
無
二
是
三
徳
一
・
則
無
二

以
行
彦
之
。
達
徳
雛
三
人
所
二
同
得
一
・
然
一
有
し
不
し
誠
。
則
人
欲
間
し

之
。
而
徳
非
二
其
徳
一
実
。

之
ヲ
之
固
キ
〈
・
則
大
学
二
所
し
謂
意
誠
ニ
シ
テ
而
心
正
シ
ク
身
修
マ
ル
也
。

知
吊
至
レ
〈
・
則
反
孝
一
ル
諸
身
一
者
将
レ
無
一
一
↓
一
毫
之
不
実
一
・
意
誠
心

正
／
而
身
修
レ
〈
・
則
順
咋
親
二
信
粍
プ
レ
友
二
獲
一
尾
上
二
治
一
戸
民
ヲ
将
レ

無
味
所
二
施
而
不
砂
利
カ
ラ
。
而
達
道
達
徳
九
経
凡
ソ
事
亦
一
以
貫
度
之
而

狂
勘
遺
ス
吊
美
。

（
『
中
庸
或
問
』
中
庸
二
十
章
に
つ
い
て
の
議
論
）

こ
の
文
章
に
よ
れ
ば
、
朱
子
は
、
「
①
択
レ
之
之
明
」
（
Ⅱ
①
必
択
レ
善
。
然
後

可
二
以
明
Ｆ
善
。
）
こ
と
が
『
大
学
』
に
お
け
る
「
格
物
致
知
」
に
相
当
し
、
「
②

執
し
之
之
固
キ
」
（
Ⅱ
②
必
固
執
然
後
可
二
以
誠
戸
身
。
）
こ
と
が
『
大
学
』
に
お

け
る
「
誠
意
」
に
相
当
し
て
、
そ
れ
が
「
正
心
」
「
修
身
」
へ
と
発
展
す
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
朱
子
は
、
「
中
庸
』
の
「
誠
身
」
の
二
段
階
と
、
『
大
学
』

の
「
格
物
致
知
」
（
物
の
理
を
極
め
る
こ
と
）
を
端
緒
と
す
る
修
養
と
を
重
ね

合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
朱
子
に
お
い
て
、
「
誠
身
」
（
身
を
誠
に
す
る
こ
と
）
は
、

人
を
だ
ま
し
た
り
不
正
な
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
現
代
の
日
常
的
な
意
味
に
お

い
て
で
は
な
く
、
「
物
理
を
極
め
る
こ
と
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
八
条
目
」
「
道
」
「
誠
」
「
三
達
徳
」
な
ど
の
親
房
が
受
容
し
た
「
大
学
』
『
中

善
を
択
ん
で
、
そ
の
後
に
善
を
明
か
に
す
る
）
」
「
②
必
固
執
然
後
可
二
以
誠
Ｆ

身
。
（
必
ず
固
く
執
る
）
」
と
い
う
二
段
階
を
経
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
人
之
道
」
の
実
践
（
Ⅱ
修
身
）
な
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
朱
子
は
、
『
中
庸
』
二
十
章
を
「
大
学
』
の
「
八
条

目
」
の
構
造
と
対
応
さ
せ
て
理
解
す
る
の
で
、
『
中
庸
』
の
「
誠
身
」
の
二
つ

の
段
階
も
『
大
学
』
「
八
条
目
」
と
重
ね
て
解
釈
す
る
。

蓋
択
降
善
ヲ
所
二
以
明
吋
善
二
・
固
ク
執
〈
所
二
以
誠
鄙
身
二
・
①
択
啄

Ｉ

之
ヲ
之
明
ナ
ル
〈
・
則
大
学
《
所
し
謂
物
格
テ
而
知
ゞ
↑
至
ル
也
。
②
執
塚

七
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庸
』
の
概
念
を
、
朱
子
が
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
て
い
る
か
を
ま
と
め
て
み
よ

う
。
朱
子
は
、
『
中
庸
』
の
「
誠
身
」
の
た
め
の
二
段
階
「
①
必
択
レ
善
。
然

後
可
二
以
明
戸
善
。
」
「
②
必
固
執
然
後
可
二
以
誠
蕨
身
。
」
が
、
『
大
学
』
の
「
格

物
致
知
」
と
「
誠
意
」
に
相
当
す
る
と
考
え
、
「
格
物
致
知
」
か
ら
「
治
国
平

天
下
」
へ
と
い
う
『
大
学
』
の
「
八
条
目
」
と
、
『
中
庸
』
二
十
章
の
「
修
身

Ⅱ
道
の
実
践
」
（
道
と
は
五
達
道
の
こ
と
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
能
力
が

三
達
徳
）
か
ら
「
九
経
」
の
実
践
へ
と
い
う
論
理
構
造
と
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
『
大
学
』
に
即
し
て
言
え
ば
「
格
物
致
知
」
（
物
の
理
を
極
め
る
こ

と
）
か
ら
始
ま
る
修
養
が
、
『
中
庸
』
に
即
し
て
言
え
ば
「
誠
身
」
（
身
を
誠
に

す
る
こ
と
）
が
、
人
に
と
っ
て
（
殊
に
為
政
者
の
）
重
要
な
課
題
と
な
り
、
ま

た
、
よ
き
政
治
の
実
現
の
た
め
の
最
優
先
事
項
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

既
に
一
節
に
お
い
て
、
親
房
が
「
大
学
』
「
八
条
目
」
の
中
で
、
と
く
に
「
正

心
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
親
房
の
「
正
心
」

の
概
念
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
「
神
」
の
概
念
を
手
が
か
り
と
し
て
、
彼
の
基

本
思
想
を
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

ハ
カ
リ
ヨ
コ
シ
マ

親
房
は
、
「
正
し
心
如
レ
鏡
ノ
無
二
毫
麓
之
邪
一
」
（
『
元
元
集
』
「
神
国
要
道
篇
」
）

と
「
正
心
」
を
「
鏡
」
に
例
え
て
い
る
が
、
さ
ら
に
『
神
皇
正
統
記
』
で
次
の

説
明
を
加
え
て
い
る
。

其
源
卜
云
〈
、
心
一
二
物
ヲ
タ
ク
〈
エ
ザ
ル
ヲ
云
。
シ
カ
モ
虚
無
ノ
中
二

留
ル
ペ
カ
ラ
ズ
。
天
地
ア
リ
、
君
臣
ア
リ
。
善
悪
ノ
報
影
響
ノ
如
シ
。
己

ガ
欲
ヲ
ス
テ
、
人
ヲ
利
ス
ル
ヲ
先
ト
シ
テ
、
境
々
｜
一
対
ス
ル
コ
ト
、
鏡
ノ

物
ヲ
照
ス
ガ
如
ク
、
明
々
ト
シ
テ
迷
ハ
ザ
ラ
ン
ヲ
、
マ
コ
ト
ノ
正
道
卜
云

三
親
一
房
の
基
本
思
想

ベ
キ
ニ
ャ
。
（
応
神
天
皇
の
条
）

鏡
〈
一
物
ヲ
タ
ク
ハ
ヘ
ズ
。
私
ノ
心
ナ
ク
シ
テ
、
万
象
ヲ
テ
ラ
ス
ニ
是
非

善
悪
ノ
ス
ガ
タ
ア
ラ
ハ
レ
ズ
卜
云
コ
ト
ナ
シ
。
其
ス
ガ
タ
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
テ

感
応
ス
ル
ヲ
徳
ト
ス
。
コ
レ
正
直
ノ
本
源
ナ
リ
。

（
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
の
条
）

こ
こ
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
親
房
の
「
正
心
」
の
概
念
が
読
み
取
れ
る
。
心
は
、

鏡
に
例
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
心
が
「
己
ガ
欲
」
や
「
私
ノ
心
」
に
よ
っ
て

曇
ら
さ
れ
て
い
な
い
時
ｌ
よ
く
磨
か
れ
た
鏡
の
よ
う
な
状
態
の
時
ｌ
あ
た

か
も
鏡
が
物
を
映
す
よ
う
に
心
は
よ
く
も
の
の
善
悪
を
写
し
出
す
。
親
房
は
、

こ
の
よ
う
な
心
の
状
態
を
「
正
心
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
鏡
」
は
「
正
直
ノ

本
源
」
で
あ
る
か
ら
、
「
正
心
」
は
「
正
直
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
分
析
を
続
け
よ
う
。

人
ハ
ス
ナ
ハ
チ
天
下
ノ
神
物
ナ
リ
。
心
神
ヲ
ャ
ブ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
神
ハ

タ
ル
上
’
一
祈
祷
ヲ
以
テ
先
ト
シ
、
冥
〈
ク
ハ
フ
ル
ニ
正
直
ヲ
以
テ
本
ト
ス
。

日
月
〈
四
州
ヲ
メ
グ
リ
、
六
合
ヲ
照
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
正
直
ノ
頂
ヲ
照
ス
ベ

シ
Ｏ

（
「
神
皇
正
統
記
』
応
神
天
皇
の
条
）

こ
の
文
章
は
、
神
冥
が
垂
加
し
て
人
に
加
護
を
与
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
受

け
入
れ
る
人
間
が
「
祈
祷
」
し
「
正
直
」
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
「
正
直
ノ
頂
」

に
「
神
」
が
垂
加
す
る
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人
が
「
正
直
」
に
な
っ

た
状
態
に
「
神
」
が
感
応
し
て
降
下
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
は
『
倭
姫
命
世
記
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
親
房
の
「
正

直
」
の
概
念
形
成
に
は
、
伊
勢
神
道
が
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
親
房
の
「
正
心
」
（
正
直
）
の
概
念
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

八
○



「
正
心
」
ｌ
鏡
の
よ
う
に
曇
り
の
な
い
心
ｌ
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
善
悪
の

判
断
が
お
の
ず
と
浮
か
ぶ
。
「
正
心
」
は
、
「
正
直
」
で
あ
る
。
「
正
直
」
な
心

へ
「
神
」
が
垂
加
し
て
人
間
の
心
に
留
ま
っ
て
い
る
状
態
に
お
い
て
、
心
は
あ

た
か
も
鏡
の
よ
う
に
善
悪
を
写
し
出
す
。
親
房
に
お
け
る
「
正
心
」
（
正
直
）

と
は
、
「
神
」
が
人
間
の
心
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
善
悪
を
判

断
で
き
る
状
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
よ
り
、
親
房
は
、
「
神
」
が
心
に
存
在
す
れ
ば
善
悪
の
判
断
が

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
神
」
を
善
悪
の
審
判
者
と
し
て
認
識
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
次
に
、
親
房
の
「
神
」
の
概
念
を
考
察
し
て
み
よ

う
。
彼
は
、
「
元
元
集
』
の
「
天
地
開
關
篇
」
で
、
『
易
』
「
繋
辞
上
伝
」
の
次

の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。

ト
ッ
ル
ト

ヒ
ラ
ク

易
日
、
閨
し
戸
ヲ
謂
二
之
ヲ
坤
弐
閾
し
戸
ヲ
謂
一
之
ヲ
乾
式
一
上
〈
閨
チ
ー

ア
ラ
ハ
ナ
ル
ト
キ
ハ

ヒ
〈
閾
ク
謂
尹
之
ヲ
変
式
往
来
／
不
砕
窮
ラ
謂
二
之
ヲ
通
弍
見
乃
謂
二
之

カ
タ
チ
ア
ル
ト
キ
ハ

ヲ
象
弍
形
乃
謂
二
之
ヲ
器
弍
制
／
而
用
砕
之
ヲ
謂
二
之
ヲ
法
式

利
研
用
圭
一
二
出
入
一
民
威
用
砂
之
ヲ
謂
二
之
ヲ
神
弍
是
ノ
故
二
易
二
有
二
太

ナ

極
一
是
レ
生
三
一
両
儀
ミ
両
儀
生
二
四
象
ミ
四
象
生
孝
一
八
卦
ミ
八
卦

定
至
口
凶
司
吉
凶
生
二
大
業
気
王
弼
ヵ
注
二
曰
ク
、
太
極
〈
即
チ
神
也
、

両
儀
〈
天
地
也
、
四
象
〈
四
時
也
。

（
『
元
元
集
』
天
地
開
關
篇
）

親
房
が
引
く
王
弼
注
で
は
、
「
太
極
Ⅱ
神
」
で
あ
り
、
「
太
極
Ⅱ
神
」
か
ら
「
両

儀
’
四
象
’
四
象
ｌ
八
卦
…
」
と
万
物
が
生
じ
て
ゆ
き
、
「
太
極
Ⅱ
神
」
は
万

物
の
始
源
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
に
引
用
し
た
『
神
皇
正
統
記
』

「
応
神
天
皇
の
条
」
の
「
人
ハ
ス
ナ
ハ
チ
天
下
ノ
神
物
ナ
リ
。
心
神
ヲ
ャ
ブ
ル

コ
ト
ナ
ヵ
レ
・
」
と
い
う
発
想
が
出
て
来
る
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
も
「
神
」

か
ら
分
化
し
た
も
の
と
し
て
「
神
物
」
と
さ
れ
、
人
の
心
も
「
神
」
と
同
質
と

（
岨
）

見
な
さ
れ
「
心
神
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
元
元
集
』
に
お
け
る
『
易
』
の
引
用
は
、
『
易
』
原
典
か
ら
で
は
な
く
、

度
会
家
行
の
『
類
聚
神
祇
本
源
』
か
ら
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
親
房
は
、
『
元

元
集
』
の
執
筆
の
際
に
、
『
類
聚
神
祇
本
源
』
が
多
用
し
た
「
易
』
の
王
弼
や

孔
穎
達
な
ど
の
旧
注
を
ほ
と
ん
ど
削
除
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
で
は

「
太
極
即
神
也
」
と
い
う
王
弼
注
を
残
し
て
い
る
（
朱
子
は
、
こ
の
箇
所
に
つ

い
て
ま
っ
た
く
異
な
る
解
釈
を
す
る
）
。
基
本
的
に
は
旧
注
を
退
け
る
親
房
が
、

こ
こ
で
あ
え
て
王
弼
注
を
残
し
て
、
「
神
」
に
関
す
る
度
会
家
行
の
解
釈
（
伊

勢
神
道
の
発
想
）
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

朱
子
は
、
親
房
が
引
用
し
た
「
繋
辞
上
伝
」
の
「
是
故
易
有
太
極
是
生
両
儀
。

両
儀
生
四
象
。
四
象
生
八
卦
。
八
卦
定
吉
凶
。
吉
凶
生
大
業
。
」
に
、
「
易
者
。

（
旧
）

陰
陽
之
変
化
。
太
極
者
理
也
。
」
と
注
を
つ
け
て
い
る
。
朱
子
は
、
「
太
極
」
が

「
神
」
で
は
な
く
、
「
理
」
に
等
し
い
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
朱
子
は
、
「
陰

陽
」
を
、
「
陰
陽
迭
運
者
。
気
也
。
」
（
「
繋
辞
上
伝
」
第
五
章
「
一
陰
一
陽
之
謂

道
。
」
に
つ
い
て
の
注
）
と
「
気
」
と
見
な
す
。
そ
し
て
「
太
極
Ⅱ
理
」
は
、

万
物
の
始
ま
り
で
あ
る
「
陰
陽
」
と
は
別
の
次
元
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
朱
子
は
、
「
神
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
概
念
規
定
す
る
。

程
子
日
。
鬼
神
天
地
之
功
用
。
而
造
化
之
迩
也
。
張
子
日
。
鬼
神
者
。
二

気
之
良
能
也
。
愚
謂
以
二
二
気
一
言
。
則
鬼
者
陰
之
霊
也
。
神
者
陽
之
霊

也
。
以
二
一
気
一
言
。
則
至
而
伸
者
為
し
神
。
反
而
帰
者
為
し
鬼
。
其
実
一

物
而
已
。

（
「
中
庸
章
句
』
第
十
六
章
、
「
鬼
神
之
為
レ
徳
」
に
つ
い
て
の
注
）

す
な
わ
ち
「
鬼
神
」
と
は
「
陰
陽
」
の
別
名
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
一
気
」
（
あ
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る
い
は
鬼
と
神
を
別
々
に
言
え
ば
二
気
）
に
他
な
ら
な
い
。
朱
子
は
、
「
神
」

を
「
陰
陽
」
（
気
）
に
属
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。
そ
し
て
「
太
極
」
は
、

「
神
」
や
「
陰
陽
」
と
次
元
を
異
に
し
て
、
「
理
」
に
等
し
い
も
の
と
さ
れ
る
。

朱
子
は
、
親
房
や
王
弼
の
よ
う
に
、
「
神
」
を
「
太
極
」
に
等
置
す
る
こ
と
な

く
、
「
陰
陽
」
や
「
神
」
と
い
う
具
体
的
な
存
在
の
世
界
と
は
異
な
る
形
而
上

の
「
太
極
Ⅱ
理
」
を
設
定
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
朱
子
の
解
釈
と
比
較
す
れ
ば
、
親
房
の
「
神
」
観
念
の
特
徴
は

明
ら
か
で
あ
る
。
「
神
」
は
「
太
極
」
で
あ
り
万
物
の
祖
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら

万
物
が
分
化
し
、
万
物
も
ま
た
神
の
性
質
を
分
有
す
る
。
ま
た
、
「
神
」
は
善

悪
の
審
判
者
で
あ
り
、
そ
れ
が
心
に
宿
っ
た
時
、
人
間
も
正
し
い
善
悪
の
判
断

が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
、
「
神
Ⅱ
太
極
」
は
、
「
理
」
で
は
な
く
、
具
体
的
存

在
の
世
界
を
超
越
し
た
形
而
上
の
原
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
親
房
の
基
本
思
想
が
明
ら
か
に
な
る
。
「
神
」
と
い
う

善
悪
の
審
判
者
で
あ
り
、
万
物
の
始
源
で
も
あ
る
存
在
を
自
ら
の
心
（
心
神
）

に
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
心
を
「
正
直
」
（
正
心
）
に
す
る
こ
と
が
、
人
間
に
と

っ
て
、
何
よ
り
大
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
神
」
は
「
正
直
」
な
心
に
降
り

て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
為
政
者
の
心
が
正
し
け
れ
ば
、
「
神
」
が
そ

こ
に
留
ま
っ
て
正
し
い
善
悪
の
判
断
が
可
能
と
な
り
、
結
果
的
に
よ
い
政
治
が

実
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
、
親
房
の
倫
理
思
想
や
政
治
思
想
な
ど
の
基

礎
を
な
す
の
で
あ
る
。

四
親
一
房
に
よ
る
『
大
学
』
・
『
中
庸
』
解
釈
の
特
徴

Ｉ
朱
子
と
の
比
較
に
よ
る
ｌ

こ
の
節
は
、
ま
ず
朱
子
と
の
比
較
に
よ
っ
て
親
房
の
『
大
学
』
『
中
庸
』
解

釈
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、
親
房
の
基
本
思
想
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
な
ぜ
彼
が
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
の
か
を
考
え
る
。

一
・
二
節
の
考
察
よ
り
、
親
房
と
朱
子
の
『
大
学
』
『
中
庸
』
の
解
釈
の
大

き
な
違
い
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
『
大
学
』
の
「
八

条
目
」
解
釈
に
関
し
て
、
朱
子
は
「
格
物
致
知
」
を
人
間
の
修
養
の
第
一
歩
で

あ
り
ま
た
最
も
重
要
な
課
題
と
し
た
。
「
格
物
致
知
」
の
段
階
を
経
な
く
て
は
、

人
は
「
誠
喰
意
ヲ
」
こ
と
が
で
き
ず
、
「
正
噴
心
ヲ
」
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま

た
道
徳
的
課
題
に
即
し
て
言
え
ば
、
真
に
善
悪
を
知
る
こ
と
（
格
物
致
知
）
、

ひ
た
す
ら
に
善
を
好
み
悪
を
に
く
も
う
と
す
る
こ
と
（
誠
意
）
の
段
階
を
経
て
、

は
じ
め
て
「
正
心
」
に
到
達
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
親
房
は
、
「
格
物
」
か
ら
「
平
天
下
」
へ
と
い
う
修
養
の

段
階
を
無
視
し
て
、
い
き
な
り
「
正
心
」
を
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
「
元

元
集
』
「
神
国
要
道
篇
」
で
、
「
修
身
・
正
心
・
致
知
」
を
三
種
神
器
に
配
し
て
、

そ
の
中
で
も
「
中
ニ
モ
鏡
ヲ
本
ト
シ
、
宗
廟
ノ
正
体
ト
ァ
フ
ガ
レ
給
。
鏡
へ
明

ヲ
カ
タ
チ
ト
セ
リ
・
心
性
ア
キ
ラ
ヵ
ナ
レ
ペ
、
慈
悲
決
断
〈
其
中
ニ
ァ
リ
・
」
（
『
神

皇
正
統
記
』
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
の
条
）
と
「
鏡
」
を
特
別
視
し
て
、
「
鏡
」

に
相
当
す
る
「
正
心
」
を
「
八
条
目
」
の
中
で
と
く
に
重
要
な
も
の
と
し
て
扱

う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
大
学
』
解
釈
の
違
い
と
関
連
し
て
、
親
房
と
朱
子
の
『
中
庸
』

解
釈
の
あ
り
方
も
ま
た
異
な
る
。
朱
子
に
お
い
て
「
格
物
致
知
」
が
重
視
さ
れ

八

二



る
の
で
、
『
中
庸
』
の
「
誠
身
」
は
、
「
物
の
理
を
極
め
る
こ
と
」
と
解
釈
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
誠
身
」
と
は
、
「
①
必
択
蕨
善
。
然
後
可
二
以
明
Ｆ
善
。
（
必

ず
善
を
択
ん
で
、
そ
の
後
に
善
を
明
か
に
す
べ
き
で
あ
る
）
」
「
②
必
固
執
然
後

可
二
以
誠
Ｆ
身
。
（
必
ず
固
く
執
る
）
」
（
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
章
）
と
い
う
二

つ
の
段
階
を
経
て
達
成
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
子
は
、
『
中
庸
或
問
』

（
『
中
庸
』
二
十
章
に
つ
い
て
の
議
論
）
に
お
い
て
、
「
①
必
択
レ
善
。
然
後

可
二
以
明
呈
口
。
」
が
、
『
大
学
』
の
「
格
物
致
知
」
に
相
当
し
て
、
「
②
必
固
執

然
後
可
二
以
誠
Ｆ
身
。
」
が
、
『
大
学
』
の
「
誠
意
」
に
相
当
す
る
と
述
べ
る
。

朱
子
は
、
人
間
の
修
養
と
は
、
『
大
学
』
に
即
し
て
言
え
ば
「
格
物
致
知
」
を

最
重
要
の
課
題
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
で
あ
り
、
『
中
庸
』
に
即
し
て
言
え
ば

「
誠
身
」
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
て
、
『
大
学
』
「
八
条
目
」
と
『
中

庸
』
二
十
章
の
構
造
を
対
応
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
に
朱
子
は
、

「
誠
身
」
（
身
を
誠
に
す
る
こ
と
）
を
、
人
を
だ
ま
し
た
り
不
正
な
こ
と
を
し

な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
「
物
の
理
を
極
め
る
こ
と
」
と
し
て

解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

親
房
は
、
『
神
皇
正
統
記
』
「
応
神
天
皇
」
で
、
「
明
々
ト
シ
テ
迷
ハ
ザ
ラ
ン

ヲ
マ
コ
ト
ノ
正
道
卜
云
ゞ
ヘ
キ
’
一
ャ
」
と
述
べ
、
「
道
」
と
い
う
概
念
に
「
誠
」

と
い
う
形
容
を
つ
け
て
い
る
。
親
房
に
お
い
て
、
「
道
」
を
離
れ
な
い
こ
と
（
道

の
実
践
）
す
な
わ
ち
「
誠
身
」
と
い
う
『
中
庸
』
の
概
念
は
、
「
大
学
』
の
「
正

心
」
に
等
し
い
と
さ
れ
る
の
で
、
「
誠
身
」
は
、
朱
子
の
よ
う
に
「
物
の
理
を

極
め
る
こ
と
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
心
を
正
し
く
す
る
こ
と
」
と
い

う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

親
房
は
、
な
ぜ
朱
子
と
異
な
る
解
釈
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
三
節
で
考
察
し

た
親
房
や
朱
子
の
基
本
思
想
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
よ
う
。
朱
子
は
、
「
太
極
」

を
「
理
」
に
等
置
し
て
、
具
体
的
存
在
の
世
界
を
超
越
す
る
形
而
上
の
原
理
と

考
え
る
。
朱
子
に
も
「
神
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
気
」
に
属
す

る
も
の
で
「
太
極
」
に
等
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
朱
子
は
、
「
太
極
Ⅱ
理
」

を
形
而
上
の
原
理
と
見
な
す
が
ゆ
え
に
、
そ
の
認
識
の
た
め
に
は
知
的
な
訓
練

が
必
要
と
考
え
、
「
格
物
致
知
」
（
物
の
理
を
極
め
る
こ
と
）
を
も
っ
と
も
重
視

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
房
は
、
「
太
極
」
を
「
神
」

と
等
し
い
も
の
と
す
る
。
「
太
極
Ⅱ
神
」
は
万
物
や
諸
現
象
の
始
源
で
あ
る
が
、

形
而
上
の
原
理
で
は
な
く
、
親
房
は
「
理
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
万
物

は
、
「
神
」
が
展
開
し
て
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
か
ら
、
人
の
心
も
ま
た
「
神
」

の
性
質
を
分
有
し
て
い
て
「
心
神
」
と
呼
ば
れ
る
。
人
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、

「
神
」
を
「
心
神
」
に
呼
び
よ
せ
る
た
め
に
、
鏡
の
よ
う
な
心
（
正
心
）
を
持

つ
こ
と
で
あ
る
。
「
神
」
は
、
「
理
」
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
認
識
に
知
的
鍛
錬

は
必
要
な
く
、
人
は
ひ
た
す
ら
「
正
心
」
（
正
直
）
に
し
て
そ
の
降
下
を
待
て

ば
よ
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
朱
子
は
「
格
物
致
知
」
を
「
真
に
善
悪
を
知
る
こ
と
」
と
も
解
釈

す
る
。
朱
子
に
お
い
て
、
善
悪
の
判
断
と
い
う
道
徳
的
課
題
も
、
ひ
た
す
ら
知

的
探
究
を
お
こ
な
っ
て
は
じ
め
て
遂
行
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
親
房
は
、
「
神
」
が
心
に
留
ま
れ
ば
お
の
ず
と
善
悪
が
認
識
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
真
に
善
悪
を
知
る
努
力
（
格
物
致
知
）
は
不
要
で
あ
り
、
「
神
」
を

自
ら
の
心
に
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
「
正
心
」
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
『
大
学
』
解
釈
の
あ
り
方
は
、
『
中
庸
』
解
釈
を
も
方

向
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
朱
子
が
「
誠
身
」
を
「
物
の
理
を
極
め
る
こ
と
」
と
解

釈
す
る
の
に
対
し
て
、
親
房
は
「
誠
身
」
を
「
神
」
が
留
ま
る
よ
う
に
「
正
心
」

八



で
あ
る
こ
と
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
親
房
は
朱
子
と
は
異
な
る
『
大
学
』
「
中
庸
』
解
釈
を
す

（
Ⅲ
）

る
が
、
こ
の
主
な
相
違
点
の
ほ
か
に
も
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。
親
房
は
、

『
大
学
』
の
「
正
心
・
修
身
・
致
知
」
を
、
「
東
家
秘
伝
』
で
「
知
仁
勇
の
三

達
徳
」
（
「
中
庸
』
の
概
念
）
と
、
『
神
皇
正
統
記
』
で
は
「
正
直
・
慈
悲
・
智

恵
」
と
等
置
す
る
が
、
「
正
直
・
慈
悲
・
智
恵
」
と
三
種
神
器
の
関
係
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
三
種
ニ
ッ
キ
タ
ル
神
勅
〈
正
ク
国
ヲ
タ
モ
チ
マ
ス
ベ
キ
道
ナ
ル
、
ヘ
シ
。

鏡
〈
一
物
ヲ
タ
ク
ハ
ヘ
ズ
。
私
ノ
心
ナ
ク
シ
テ
、
万
象
ヲ
テ
ラ
ス
ニ
是
非

善
悪
ノ
ス
ガ
タ
ァ
ラ
ハ
レ
ズ
卜
云
コ
ト
ナ
シ
。
其
ス
ガ
タ
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
テ

感
応
ス
ル
ヲ
徳
ト
ス
。
コ
レ
正
直
ノ
本
源
ナ
リ
。
玉
〈
柔
和
善
順
ヲ
徳
ト

ス
。
慈
悲
ノ
本
源
也
。
剣
〈
剛
利
決
断
ヲ
徳
ト
ス
。
智
恵
ノ
本
源
也
。
此

三
徳
ヲ
嘉
受
ズ
シ
テ
〈
、
天
下
ノ
ヲ
サ
マ
ラ
ン
コ
ト
マ
コ
ト
ニ
カ
タ
カ
ル

§
ヘ
シ
。
神
勅
ア
キ
ラ
カ
’
一
シ
テ
、
詞
シ
園
マ
ャ
カ
ニ
ム
ネ
ヒ
ロ
シ
。
ア
マ

サ
ヘ
神
器
ニ
ァ
ラ
ハ
レ
給
ヘ
リ
。
イ
ト
カ
タ
ジ
ヶ
ナ
キ
事
ヲ
ャ
。

（
『
神
皇
正
統
記
』
天
津
彦
々
火
瓊
々
杵
尊
の
条
）

三
種
神
器
の
代
表
で
あ
る
「
鏡
」
を
例
に
し
て
こ
の
文
章
を
解
釈
す
る
と
、
「
鏡
」

に
は
是
非
善
悪
の
姿
を
写
し
だ
す
力
が
あ
り
、
そ
の
「
鏡
」
は
「
正
直
」
の
「
本

源
」
で
あ
る
。
親
房
に
お
い
て
、
「
正
直
・
慈
悲
・
智
恵
」
（
Ⅱ
正
心
・
修
身
・

致
知
Ⅱ
三
達
徳
）
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
三
種
神
器
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
朱
子
は
、
二
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
中
庸
」
の
「
知
仁

勇
の
三
達
徳
」
は
「
誠
」
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
朱
子
は
、
「
誠
」

に
「
天
理
之
本
然
」
と
し
て
「
理
」
の
性
質
を
見
い
だ
す
の
で
、
「
三
達
徳
」

の
背
後
に
「
理
」
（
誠
）
と
い
う
形
而
上
の
原
理
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
親
房
と
朱
子
は
、
「
中
庸
』
の
「
三
達
徳
」
が
、
三
種
神
器
と
「
誠
」

に
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
、
異
な
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
の
で

（
喝
）

あ
る
。従

来
の
研
究
史
に
お
い
て
、
親
房
が
宋
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
親
房
が
四
書
の
「
大
学
』
『
中
庸
』
の
概
念
を
彼

の
思
想
の
核
心
部
分
に
取
り
込
ん
で
お
り
、
彼
が
宋
学
の
影
響
を
受
け
て
い
た

と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
親
房
と
宋
学
の
関
係
を
具
体
的
に
検

討
し
た
結
果
、
親
房
の
『
大
学
』
「
中
庸
』
解
釈
は
、
朱
子
が
代
表
す
る
宋
学

の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
解
釈
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

親
房
の
「
正
直
」
の
概
念
や
、
「
神
」
の
観
念
、
ま
た
神
器
と
徳
目
を
結
び
つ

（
肥
）

け
る
発
想
な
ど
の
形
成
に
は
、
伊
勢
神
道
か
ら
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ

る
。
朱
子
と
異
な
る
親
房
独
自
の
『
大
学
』
『
中
庸
』
解
釈
が
、
彼
の
伊
勢
神

道
受
容
と
ど
う
関
連
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
検
討
す
る
こ

（
ｒ
）

と
に
し
た
い
。

（
１
）
近
代
独
清
軒
玄
恵
法
印
宋
朝
嫌
洛
之
義
為
し
正
。
開
二
講
席
於
朝
廷
一

以
来
。
程
朱
二
公
之
新
釈
可
レ
為
二
肝
心
一
也
。
（
中
略
）
資
治
通
鑑
、
宋

朝
通
鑑
等
。
人
々
伝
二
授
之
一
・
特
北
畠
准
后
被
し
得
二
穂
奥
一
云
々
。

（
『
尺
素
往
来
』
）

R

注
国引

用
文
中
の
傍
線
は
、
解
釈
上
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
、
筆
者
（
下

川
）
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（
２
）
親
房
の
宋
学
受
容
に
つ
い
て
の
戦
後
の
主
な
見
解
を
要
約
し
て
お
こ
う
。

和
島
芳
男
は
、
次
の
論
拠
に
基
づ
い
て
親
房
の
宋
学
受
容
説
を
否
定
す
る

（
『
日
本
宋
学
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
七
年
）
。

①
「
尺
素
往
来
』
の
記
事
を
裏
づ
け
る
文
献
的
根
拠
は
な
い
。

②
従
来
の
説
で
親
房
の
宋
学
的
素
養
を
示
す
と
指
摘
さ
れ
る
部
分
は
、

す
べ
て
『
類
聚
神
祇
本
源
』
の
引
き
写
し
で
あ
る
。
ま
た
、
度
会
家
行

が
『
類
聚
神
祇
本
源
』
で
引
用
す
る
『
易
』
の
文
献
は
、
『
新
瑞
分
門

纂
図
博
聞
録
』
と
い
う
類
書
か
ら
の
孫
引
き
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
そ

の
ま
ま
引
用
す
る
親
房
が
、
宋
学
の
易
哲
学
に
精
通
し
て
い
た
と
は
言

い
難
い
。

③
親
房
は
、
『
東
家
秘
伝
』
で
「
礼
記
（
『
中
庸
』
の
こ
と
）
｜
天
知
仁

勇
ノ
達
徳
ト
モ
云
」
と
述
べ
、
『
中
庸
』
を
「
礼
記
』
の
一
篇
と
認
識

し
て
い
る
。

和
島
説
に
反
対
し
て
、
我
妻
建
治
は
次
の
理
由
で
親
房
の
宋
学
受
容
説

を
支
持
し
て
い
る
（
『
神
皇
正
統
記
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
六
年
）
。

①
親
房
の
易
知
識
は
、
度
会
家
行
の
易
理
解
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
親

房
の
元
応
三
年
お
よ
び
正
中
三
年
の
改
元
の
儀
に
お
け
る
発
言
は
、
「
周

易
』
の
王
弼
注
で
は
な
く
、
程
注
や
朱
注
な
ど
の
新
注
の
知
識
を
踏
ま

え
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

②
『
神
皇
正
統
記
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
大
学
』
『
中
庸
』
が
、
『
礼

記
』
の
中
の
一
篇
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
四
書
な
の
か
、
判
別
は
難
し
い
。

し
か
し
、
親
房
が
、
『
孟
子
』
を
読
ん
で
い
た
形
跡
が
「
神
皇
正
統
記
』

の
随
所
に
あ
り
、
『
大
学
』
『
中
庸
』
を
四
書
と
し
て
受
容
し
た
と
考
え

る
方
が
適
切
で
あ
る
。

③
親
房
の
識
緯
説
批
判
の
発
言
が
、
宋
学
の
立
場
と
一
致
す
る
。

④
「
神
皇
正
統
記
』
の
「
コ
ト
シ
孔
子
誕
生
ス
。
自
し
是
七
十
三
年
マ

デ
ヲ
ハ
シ
ヶ
リ
。
儒
教
ヲ
ヒ
ロ
メ
ラ
ル
。
此
道
ハ
昔
ノ
賢
王
、
唐
堯
、

虞
舜
、
夏
ノ
初
ノ
禺
、
段
ノ
ハ
ジ
メ
ノ
湯
、
周
ノ
〈
ジ
メ
ノ
文
王
・
武

王
・
周
公
ノ
国
ヲ
治
メ
、
民
ヲ
ナ
デ
給
シ
道
ナ
レ
ゞ
こ
（
綏
靖
天
皇
の

条
）
と
い
う
記
述
か
ら
、
親
房
が
宋
学
に
お
け
る
道
統
の
認
識
に
立
っ

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

私
も
、
以
上
の
我
妻
の
指
摘
に
加
え
て
、
親
房
が
「
元
元
集
』
で
「
類

聚
神
祇
本
源
』
記
載
の
『
易
』
を
引
用
す
る
際
に
、
王
弼
注
や
孔
穎
達
注

と
い
う
『
易
』
の
旧
注
を
ほ
と
ん
ど
削
除
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と

し
て
、
親
房
が
宋
学
に
既
に
接
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
本
稿
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
受
容
の
質
を
問
う
こ
と

で
あ
る
。

（
３
）
『
元
元
集
』
は
、
「
神
皇
正
統
記
の
基
礎
的
研
究
ｌ
校
本
元
元
集
ｌ
』

（
平
田
俊
春
校
訂
、
雄
山
閣
出
版
、
昭
和
五
四
年
）
に
よ
る
。

（
４
）
『
大
学
』
『
大
学
章
句
』
『
中
庸
』
『
中
庸
章
句
』
の
引
用
は
、
『
漢
文
大

系
壱
大
学
説
・
大
学
章
句
・
中
庸
説
・
中
庸
章
句
・
論
語
集
説
・
孟
子

定
本
』
（
服
部
宇
之
吉
校
訂
、
富
山
房
、
明
治
四
二
年
）
に
よ
る
。
こ
の

論
文
に
記
し
た
『
大
学
』
『
中
庸
』
の
章
立
て
は
、
『
大
学
章
句
』
『
中
庸

章
句
』
の
朱
子
の
見
解
に
基
づ
く
。

（
５
）
『
元
元
集
』
と
「
類
聚
神
祇
本
源
』
・
「
瑚
漣
集
』
の
関
係
は
、
平
田

俊
春
の
研
究
に
詳
し
い
（
『
神
皇
正
統
記
の
基
礎
的
研
究
』
第
二
篇
第
一

章
「
元
元
集
の
成
立
と
神
皇
正
統
記
」
）
。

（
６
）
「
神
皇
正
統
記
』
は
、
『
神
皇
正
統
記
増
鏡
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
師
、
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岩
佐
正
校
注
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
○
年
）
に
よ
る
。

（
７
）
日
本
古
典
文
学
大
系
「
神
皇
正
統
記
』
の
頭
注
で
、
「
正
道
」
に
は
仏

教
の
八
正
道
や
老
子
の
無
為
自
然
の
道
の
意
味
も
含
ま
れ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

（
８
）
山
田
孝
雄
は
、
「
神
皇
正
統
記
述
義
』
（
民
友
社
、
昭
和
七
年
）
の
応
神

天
皇
の
条
に
お
い
て
、
親
房
の
引
用
す
る
『
中
庸
』
の
「
道
」
と
は
「
誠

の
道
」
で
あ
る
と
注
釈
し
て
い
る
。

（
９
）
親
房
が
『
中
庸
』
を
『
礼
記
』
と
表
記
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
（
２
）

を
参
照
。

（
Ⅲ
）
『
東
家
秘
伝
』
は
、
「
神
道
大
系
論
説
編
十
八
北
畠
親
房
（
上
）
』
（
平

田
俊
春
・
白
山
芳
太
郎
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
平
成
三
年
）
に
よ
る
。

（
Ⅱ
）
『
大
学
或
問
』
「
中
庸
或
問
』
は
、
『
５
和
刻
影
印
近
世
漢
籍
叢
刊
思

想
三
編
孟
子
或
問
・
大
学
或
問
・
中
庸
或
問
』
（
荒
木
見
悟
・
岡
田
武
彦

主
編
、
友
枝
龍
太
郎
解
題
、
中
文
出
版
社
）
に
よ
る
。

（
岨
）
親
房
は
、
「
夫
天
地
人
之
三
才
其
気
一
也
、
其
性
一
也
、
元
気
混
沌
者

寂
然
↑
／
死
し
心
、
一
物
已
生
、
謂
二
之
ヲ
神
明
一
、
即
是
天
地
生
踊
心
之

初
也
、
至
二
子
万
物
流
弾
形
群
類
異
亡
生
者
、
神
モ
不
し
知
三
所
．
以
生
咳

彼
、
彼
モ
不
し
知
し
所
。
以
神
ノ
生
韮
」
（
『
元
元
集
』
神
国
要
道
篇
）
と
、

天
地
の
は
じ
ま
り
に
．
物
」
（
神
明
）
が
出
生
し
て
、
こ
れ
が
「
天
地

生
之
初
心
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
「
天
地
人
」
は
「
気
」
と
「
性
」
が
「
こ

で
あ
る
の
で
、
天
地
の
心
が
「
神
明
」
な
ら
ば
、
論
理
的
に
は
人
の
心
も

「
神
明
」
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
親
房
は
人
の
心
を
「
心

神
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
田
）
「
繋
辞
上
伝
」
の
朱
注
は
、
「
原
本
周
易
本
義
』
（
欽
定
四
庫
全
書
）
に

よ
る
。

（
Ｍ
）
親
房
と
朱
子
の
『
大
学
』
『
中
庸
』
解
釈
に
は
、
さ
ら
に
次
の
違
い
が

あ
る
。
親
房
は
、
『
大
学
』
の
「
正
心
・
修
身
・
致
知
」
（
八
条
目
の
一
部
）

が
、
『
中
庸
』
の
「
三
達
徳
」
に
等
し
い
と
す
る
。
し
か
し
朱
子
に
お
い

て
、
『
中
庸
』
の
「
三
達
徳
」
は
、
「
道
の
実
践
」
を
可
能
に
す
る
能
力
で

あ
り
、
「
道
の
実
践
」
は
、
『
大
学
』
で
言
え
ば
「
八
条
目
」
の
実
践
に
等

し
い
が
、
「
道
の
実
践
を
可
能
に
す
る
能
力
（
三
達
徳
）
」
が
「
八
条
目
」

と
等
し
い
と
は
言
え
な
い
。
「
中
庸
』
「
三
達
徳
」
と
『
大
学
』
「
八
条
目
」

は
、
関
連
は
あ
る
が
別
の
概
念
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
燗
）
親
房
は
な
ぜ
、
朱
子
と
異
な
る
解
釈
を
す
る
の
か
、
こ
こ
で
少
し
推
測

し
て
承
よ
う
。
親
房
は
、
朱
子
と
違
っ
て
形
而
上
の
「
理
」
を
想
定
し
な

い
た
め
に
、
「
理
Ⅱ
誠
」
が
「
三
達
徳
」
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
は
考
え

な
い
。
親
房
は
、
万
物
の
始
源
に
「
神
」
を
想
定
す
る
。
「
神
」
は
、
「
理
」

と
異
な
り
、
万
物
と
次
元
の
異
な
る
存
在
で
は
な
く
、
万
物
や
諸
現
象
に

分
化
す
る
始
源
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
心
も
「
神
」
に
等
し
い
性

質
を
も
つ
（
心
神
）
。
親
房
は
、
「
正
心
」
で
あ
れ
ば
そ
こ
に
「
神
」
が
留

ま
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
の
心
に
「
神
」
が
留
ま
っ
た
状
態
は
、

い
わ
ば
「
神
」
と
「
神
」
の
性
質
を
分
有
す
る
も
の
の
結
合
で
あ
る
と
言

え
る
。
そ
し
て
親
房
は
、
「
至
二
我
国
霊
器
一
者
。
神
也
又
妙
也
。
」
（
『
元

元
集
』
神
国
要
道
篇
）
と
、
神
器
に
も
「
神
」
の
性
質
を
見
い
出
す
。
こ

れ
ら
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
親
房
は
「
三
達
徳
」
（
Ⅱ
正
心
・
修
身
・
致
知

Ⅱ
正
直
・
慈
悲
・
智
恵
）
が
「
三
種
神
器
」
を
根
拠
と
す
る
と
考
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
略
）
例
え
ば
親
房
は
、
『
元
元
集
」
「
神
国
要
道
篇
」
に
、
「
神
皇
系
図
日
、
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天
照
太
神
誓
テ
曰
、
吾
日
ノ
太
子
如
二
八
坂
瓊
勾
一
以
二
曲
妙
一
御
し

宇
天
ノ
下
、
且
如
二
白
銅
鏡
一
以
二
分
明
一
君
．
行
山
川
海
原
一
、
乃
提
二
神

剣
一
平
雲
天
下
一
焉
、
建
カ
ル
ヵ
ゞ
へ
｜
｜
以
名
二
之
三
種
神
璽
一
也
。
」
と
述
べ

る
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
伊
勢
神
道
書
か
ら
神
器
と
徳
目
を
結
び
つ
け
る

発
想
を
得
た
の
だ
ろ
う
。

（
Ⅳ
）
親
房
は
、
「
正
心
」
（
『
大
学
』
）
が
「
道
を
離
れ
な
い
こ
と
」
（
「
中
庸
』
）

に
等
し
く
、
そ
れ
は
さ
ら
に
「
元
し
元
本
し
本
」
（
伊
勢
神
道
の
重
要
概
念
）

に
等
し
い
と
し
て
、
「
大
学
』
『
中
庸
』
の
概
念
を
伊
勢
神
道
の
基
本
概
念

に
置
換
す
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
が
、
朱
子
の
「
大
学
』
「
中
庸
』
解
釈

と
は
異
な
る
親
房
の
解
釈
を
生
玖
出
す
素
地
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
）
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